
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
警
察
署
長
の
交
通
規
制
等
）

（
警
察
署
長
の
交
通
規
制
等
）

第
三
条
の
二

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
警
察
署
長
に
行
わ

第
三
条
の
二

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
警
察
署
長
に
行
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
交
通
の
規
制
は
、
次
に
掲
げ
る
道
路
標
識
等
に
よ
る
交
通
の

せ
る
こ
と
が
で
き
る
交
通
の
規
制
は
、
次
に
掲
げ
る
道
路
標
識
等
に
よ
る
交
通
の

規
制
（
法
第
四
条
第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
警
察
官
の
現
場
に
お
け
る
指
示
に
よ

規
制
（
法
第
四
条
第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
警
察
官
の
現
場
に
お
け
る
指
示
に
よ

る
こ
れ
ら
の
交
通
の
規
制
に
相
当
す
る
交
通
の
規
制
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
適
用

る
こ
れ
ら
の
交
通
の
規
制
に
相
当
す
る
交
通
の
規
制
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
適
用

期
間
が
一
月
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

期
間
が
一
月
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

一
〜
十

（
略
）

一
〜
十

（
略
）

十
一

法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
道
路
標
識
等

十
二
・
十
三

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
つ
い
て
特
に
配
慮
す
る
必
要
が

あ
る
者
）

第
十
四
条
の
五

法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
妊

娠
中
又
は
出
産
後
八
週
間
以
内
の
者
と
す
る
。

（
路
側
帯
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
所
に
お
け
る
停
車
及
び
駐
車
）

（
路
側
帯
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
所
に
お
け
る
停
車
及
び
駐
車
）

第
十
四
条
の
六

第
十
四
条
の
五

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

（
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
の
作
動
等
の
方
法
）

（
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
の
作
動
等
の
方
法
）

第
十
四
条
の
七

法
第
四
十
九
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
の
運
転
者
が
パ

第
十
四
条
の
六

法
第
四
十
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
の
運
転
者
が
パ

ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
を
作
動
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー

ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
を
作
動
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー

に
表
示
さ
れ
て
い
る
方
法
に
よ
り
こ
れ
を
作
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
表
示
さ
れ
て
い
る
方
法
に
よ
り
こ
れ
を
作
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
四
十
九
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
の
運
転
者
が
パ
ー
キ
ン
グ
・

２

法
第
四
十
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
車
両
の
運
転
者
が
パ
ー
キ
ン
グ
・



チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
に
よ
り
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
の
発
給
を
受
け
て
こ
れ
を

チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
に
よ
り
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
の
発
給
を
受
け
て
こ
れ
を

掲
示
す
る
と
き
は
、
当
該
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
に
表
示
さ
れ
て
い

掲
示
す
る
と
き
は
、
当
該
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
に
表
示
さ
れ
て
い

る
方
法
に
よ
り
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
の
発
給
を
受
け
て
、
こ
れ
を
、
次
の
各

る
方
法
に
よ
り
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
の
発
給
を
受
け
て
、
こ
れ
を
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
掲
示

号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
掲
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
車
両
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続
）

（
車
両
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続
）

第
十
四
条
の
八

（
略
）

第
十
四
条
の
七

（
略
）

（
保
管
し
た
車
両
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
保
管
し
た
車
両
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
十
七
条

第
十
四
条
の
八
か
ら
第
十
六
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
五
十
一
条

第
十
七
条

第
十
四
条
の
七
か
ら
第
十
六
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
五
十
一
条

第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
積
載
物

第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
積
載
物

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
の
八
中
「
使
用
者
又
は

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
の
七
中
「
使
用
者
又
は

所
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
積
載
物
に
つ
い
て
権
原

所
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
積
載
物
に
つ
い
て
権
原

を
有
す
る
者
」
と
、
第
十
五
条
第
一
号
中
「
車
両
」
と
あ
る
の
は
「
積
載
物
の
名

を
有
す
る
者
」
と
、
第
十
五
条
第
一
号
中
「
車
両
」
と
あ
る
の
は
「
積
載
物
の
名

称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量
並
び
に
そ
の
積
載
物
が
積
載
さ
れ
て
い
た
車
両
」

称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量
並
び
に
そ
の
積
載
物
が
積
載
さ
れ
て
い
た
車
両
」

と
、
同
条
第
二
号
中
「
車
両
」
と
あ
る
の
は
「
積
載
物
が
積
載
さ
れ
て
い
た
車
両

と
、
同
条
第
二
号
中
「
車
両
」
と
あ
る
の
は
「
積
載
物
が
積
載
さ
れ
て
い
た
車
両

」
と
、
第
十
六
条
第
二
号
中
「
保
管
車
両
一
覧
簿
」
と
あ
る
の
は
「
保
管
積
載
物

」
と
、
第
十
六
条
第
二
号
中
「
保
管
車
両
一
覧
簿
」
と
あ
る
の
は
「
保
管
積
載
物

一
覧
簿
」
と
、
第
十
六
条
の
三
中
「
入
札
者
が
な
い
車
両
」
と
あ
る
の
は
「
入
札

一
覧
簿
」
と
、
第
十
六
条
の
三
中
「
入
札
者
が
な
い
車
両
」
と
あ
る
の
は
「
入
札

者
が
な
い
積
載
物
、
速
や
か
に
売
却
し
な
け
れ
ば
価
値
が
著
し
く
減
少
す
る
お
そ

者
が
な
い
積
載
物
、
速
や
か
に
売
却
し
な
け
れ
ば
価
値
が
著
し
く
減
少
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
積
載
物
そ
の
他
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ

れ
の
あ
る
積
載
物
そ
の
他
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ

る
積
載
物
」
と
、
第
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
車
両
の
車

る
積
載
物
」
と
、
第
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
車
両
の
車

名
、
型
式
、
塗
色
及
び
番
号
標
に
表
示
さ
れ
て
い
る
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
積
載

名
、
型
式
、
塗
色
及
び
番
号
標
に
表
示
さ
れ
て
い
る
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
積
載

物
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量
」
と
、
同
項
中
「
抵
当
権
」
と
あ
る
の
は

物
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量
」
と
、
同
項
中
「
抵
当
権
」
と
あ
る
の
は

「
質
権
、
抵
当
権
、
先
取
特
権
、
留
置
権
そ
の
他
の
権
利
」
と
読
み
替
え
る
も
の

「
質
権
、
抵
当
権
、
先
取
特
権
、
留
置
権
そ
の
他
の
権
利
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

（
損
壊
物
等
の
保
管
の
手
続
等
）

（
損
壊
物
等
の
保
管
の
手
続
等
）

第
二
十
六
条
の
四
の
三

第
十
四
条
の
八
か
ら
第
十
六
条
の
五
ま
で
の
規
定
は
、
法

第
二
十
六
条
の
四
の
三

第
十
四
条
の
七
か
ら
第
十
六
条
の
五
ま
で
の
規
定
は
、
法



第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
損
壊
物
等
に
つ
い
て
準

第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
損
壊
物
等
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
の
八
中
「
使
用
者
又
は
所
有
者
」
と

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
の
七
中
「
使
用
者
又
は
所
有
者
」
と

あ
る
の
は
「
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
損
壊
物
等
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る

あ
る
の
は
「
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
損
壊
物
等
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る

者
」
と
、
第
十
五
条
中
「
法
第
五
十
一
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
二

者
」
と
、
第
十
五
条
中
「
法
第
五
十
一
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
二

条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
九
項
」
と
、

条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
九
項
」
と
、

同
条
第
一
号
中
「
車
両
」
と
あ
る
の
は
「
損
壊
物
等
が
、
車
両
で
あ
る
場
合
に
あ

同
条
第
一
号
中
「
車
両
」
と
あ
る
の
は
「
損
壊
物
等
が
、
車
両
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
そ
の
車
両
の
車
名
、
型
式
、
塗
色
及
び
番
号
標
に
表
示
さ
れ
て
い
る
番
号

つ
て
は
そ
の
車
両
の
車
名
、
型
式
、
塗
色
及
び
番
号
標
に
表
示
さ
れ
て
い
る
番
号

、
車
両
の
積
載
物
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
積
載
物
の
名
称
又
は
種
類
、
形

、
車
両
の
積
載
物
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
積
載
物
の
名
称
又
は
種
類
、
形

状
及
び
数
量
並
び
に
そ
の
積
載
物
が
積
載
さ
れ
て
い
た
車
両
」
と
、
「
表
示
さ
れ

状
及
び
数
量
並
び
に
そ
の
積
載
物
が
積
載
さ
れ
て
い
た
車
両
」
と
、
「
表
示
さ
れ

て
い
る
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
表
示
さ
れ
て
い
る
番
号
、
そ
の
他
の
損
壊
物
等
で

て
い
る
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
表
示
さ
れ
て
い
る
番
号
、
そ
の
他
の
損
壊
物
等
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
損
壊
物
等
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量
」
と

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
損
壊
物
等
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量
」
と

、
同
条
第
二
号
中
「
車
両
が
駐
車
し
て
い
た
場
所
及
び
そ
の
車
両
を
移
動
し
た
日

、
同
条
第
二
号
中
「
車
両
が
駐
車
し
て
い
た
場
所
及
び
そ
の
車
両
を
移
動
し
た
日

時
」
と
あ
る
の
は
「
損
壊
物
等
に
係
る
交
通
事
故
が
発
生
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場

時
」
と
あ
る
の
は
「
損
壊
物
等
に
係
る
交
通
事
故
が
発
生
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場

所
及
び
日
時
（
そ
の
日
時
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
損
壊
物
等
を
移
動
し

所
及
び
日
時
（
そ
の
日
時
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
損
壊
物
等
を
移
動
し

た
日
時
）
」
と
、
第
十
六
条
中
「
法
第
五
十
一
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

た
日
時
）
」
と
、
第
十
六
条
中
「
法
第
五
十
一
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

七
十
二
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
九
項

七
十
二
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
九
項

」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
保
管
車
両
一
覧
簿
」
と
あ
る
の
は
「
保
管
損
壊
物
等
一

」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
保
管
車
両
一
覧
簿
」
と
あ
る
の
は
「
保
管
損
壊
物
等
一

覧
簿
」
と
、
第
十
六
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
三
中
「
法
第
五
十
一
条
第
十
二
項

覧
簿
」
と
、
第
十
六
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
三
中
「
法
第
五
十
一
条
第
十
二
項

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

法
第
五
十
一
条
第
十
二
項
」
と
、
同
条
中
「
入
札
者
が
な
い
車
両
」
と
あ
る
の
は

法
第
五
十
一
条
第
十
二
項
」
と
、
同
条
中
「
入
札
者
が
な
い
車
両
」
と
あ
る
の
は

「
入
札
者
が
な
い
損
壊
物
等
、
速
や
か
に
売
却
し
な
け
れ
ば
価
値
が
著
し
く
減
少

「
入
札
者
が
な
い
損
壊
物
等
、
速
や
か
に
売
却
し
な
け
れ
ば
価
値
が
著
し
く
減
少

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
損
壊
物
等
そ
の
他
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
損
壊
物
等
そ
の
他
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い

と
認
め
ら
れ
る
損
壊
物
等
」
と
、
第
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項

と
認
め
ら
れ
る
損
壊
物
等
」
と
、
第
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項

中
「
車
両
の
車
名
、
型
式
、
塗
色
及
び
番
号
標
に
表
示
さ
れ
て
い
る
番
号
」
と
あ

中
「
車
両
の
車
名
、
型
式
、
塗
色
及
び
番
号
標
に
表
示
さ
れ
て
い
る
番
号
」
と
あ

る
の
は
「
損
壊
物
等
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量
（
損
壊
物
等
が
車
両
で

る
の
は
「
損
壊
物
等
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量
（
損
壊
物
等
が
車
両
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
車
両
の
車
名
、
型
式
、
塗
色
及
び
番
号
標
に
表
示

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
車
両
の
車
名
、
型
式
、
塗
色
及
び
番
号
標
に
表
示

さ
れ
て
い
る
番
号
）
並
び
に
損
壊
の
程
度
」
と
、
同
項
中
「
抵
当
権
」
と
あ
る
の

さ
れ
て
い
る
番
号
）
並
び
に
損
壊
の
程
度
」
と
、
同
項
中
「
抵
当
権
」
と
あ
る
の

は
「
質
権
、
抵
当
権
、
先
取
特
権
、
留
置
権
そ
の
他
の
権
利
」
と
、
第
十
六
条
の

は
「
質
権
、
抵
当
権
、
先
取
特
権
、
留
置
権
そ
の
他
の
権
利
」
と
、
第
十
六
条
の

五
中
「
法
第
五
十
一
条
第
二
十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
二
条
の
二
第
三

五
中
「
法
第
五
十
一
条
第
二
十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
十
二
条
の
二
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
二
十
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
二
十
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す



る
。

る
。

（
高
速
自
動
車
国
道
等
に
係
る
車
両
の
保
管
の
手
続
等
）

（
高
速
自
動
車
国
道
等
に
係
る
車
両
の
保
管
の
手
続
等
）

第
二
十
七
条
の
五

第
十
四
条
の
八
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
七
十
五

第
二
十
七
条
の
五

第
十
四
条
の
七
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
七
十
五

条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
六
項
（
同
条
第
二
十
二
項

条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
六
項
（
同
条
第
二
十
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
車
両
（
積
載
物

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
車
両
（
積
載
物

を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
四
十
四
条

法
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
次
に

第
四
十
四
条

法
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
道
警
察
本
部
の
所
在
地
を
包
括
す
る
方
面
を
除
く
方
面
に

掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
道
警
察
本
部
の
所
在
地
を
包
括
す
る
方
面
を
除
く
方
面
に

つ
い
て
は
、
当
該
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
。

つ
い
て
は
、
当
該
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
。

一

法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
九
条
の
五
、
第
五
十
七
条
第
二

一

法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
九
条
の
二
第
五
項
、
第
五
十
七

項
、
第
六
十
条
、
第
七
十
一
条
第
六
号
、
第
七
十
六
条
第
四
項
第
七
号
、
第
七

条
第
二
項
、
第
六
十
条
、
第
七
十
一
条
第
六
号
、
第
七
十
六
条
第
四
項
第
七
号

十
七
条
第
一
項
第
四
号
、
第
百
三
条
第
三
項
（
第
百
四
条
の
二
の
三
第
三
項
及

、
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号
、
第
百
三
条
第
三
項
（
第
百
四
条
の
二
の
三
第

び
第
六
項
並
び
に
第
百
七
条
の
五
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

三
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
百
七
条
の
五
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

）
、
第
百
四
条
第
一
項
、
第
百
七
条
の
五
第
四
項
、
第
百
八
条
の
三
十
第
一
項

含
む
。
）
、
第
百
四
条
第
一
項
、
第
百
七
条
の
五
第
四
項
、
第
百
八
条
の
三
十

及
び
第
百
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
定
め
に
関
す
る
事
務

第
一
項
及
び
第
百
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
定
め
に
関
す
る

事
務

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
一
（
第
十
七
条
の
三
関
係
）

別
表
第
一
（
第
十
七
条
の
三
関
係
）

放
置
車
両
の
態
様
の
区
分

放
置
車
両
の
種

放
置
違

放
置
車
両
の
態
様
の
区
分

放
置
車
両
の
種

放
置
違

類

反
金
の

類

反
金
の

額

額

一

法
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定

大
型
車

二
万
七

一

法
第
四
十
四
条
、
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
又

大
型
車

二
万
五

に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
（
法
第
四
十
四

千
円

は
第
七
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て

千
円

条
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
つ

普
通
車

二
万
円

駐
車
し
て
い
る
も
の
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
三

普
通
車

一
万
八

い
て
は
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
（
法
第
四
十
五

二
輪
車
又
は
原

一
万
二

項
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
つ

千
円



条
の
二
第
一
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
り
同
項
の
高

付
車

千
円

い
て
は
、
同
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
り
指
定
さ
れ

二
輪
車
又
は
原

一
万
円

齢
運
転
者
等
標
章
自
動
車
が
停
車
又
は
駐
車
を
す

て
い
る
道
路
の
部
分
以
外
の
法
第
四
十
四
条
各
号

付
車

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部

に
掲
げ
る
道
路
の
部
分
に
お
い
て
駐
車
し
て
い
る

分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
駐
車
し
て

も
の
に
限
る
。
）

い
る
も
の
に
限
り
、
法
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定

に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
法

定
駐
停
車
禁
止
場
所
（
法
第
四
十
四
条
各
号
に
掲

げ
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ

る
指
定
駐
車
場
所
（
法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項

の
道
路
標
識
等
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
道
路
の

部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
駐
車
し

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

二

法
第
四
十
四
条
、
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
、

大
型
車

二
万
五

第
四
十
九
条
の
四
又
は
第
七
十
五
条
の
八
第
一
項

千
円

の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
（
法
第

普
通
車

一
万
八

四
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も

千
円

の
に
つ
い
て
は
一
の
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き

二
輪
車
又
は
原

一
万
円

、
法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
十
九
条

付
車

の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
は
法
定
駐
停
車
禁
止
場
所
（
指
定
駐
車
場

所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に

限
る
。
）

三

法
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
四
十
九
条
の
四

大
型
車

二
万
三

の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
（
法
第

千
円

四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て

普
通
車

一
万
七

い
る
も
の
に
つ
い
て
は
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所

千
円

に
お
い
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
限
り
、
法
第
四

二
輪
車
又
は
原

一
万
千

十
九
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る

付
車

円

も
の
に
つ
い
て
は
指
定
駐
車
場
所
（
法
定
駐
停
車

禁
止
場
所
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
駐



車
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

四

法
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

大
型
車

二
万
千

二

法
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

大
型
車

二
万
千

四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
八

円

四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
八

円

条
、
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
十
九
条

普
通
車

一
万
五

条
又
は
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
違
反

普
通
車

一
万
五

の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
（

千
円

し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
（
同
項
の
規
定
に
違
反

千
円

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車

二
輪
車
又
は
原

九
千
円

し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
号
に

二
輪
車
又
は
原

九
千
円

し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
三
の
項
に
規
定
す
る

付
車

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

付
車

も
の
を
除
き
、
法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
の
規

定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

二
の
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
法
第
四
十
九

条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
は
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
）

五

法
第
四
十
九
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
四
十

大
型
車

一
万
二

三

法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項

大
型
車

一
万
二

九
条
の
五
後
段
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い

千
円

後
段
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
又

千
円

る
も
の
又
は
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
パ
ー
キ
ン

普
通
車

一
万
円

は
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ

普
通
車

一
万
円

グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
を
設
置
す
る
時
間
制
限

二
輪
車
又
は
原

六
千
円

ッ
ト
発
給
設
備
を
設
置
す
る
時
間
制
限
駐
車
区
間

二
輪
車
又
は
原

六
千
円

駐
車
区
間
に
お
い
て
駐
車
し
て
い
る
場
合
に
お
い

付
車

に
お
い
て
駐
車
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
当
該
車

付
車

て
当
該
車
両
に
当
該
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発

両
に
当
該
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
に

給
設
備
に
よ
り
発
給
を
受
け
た
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ

よ
り
発
給
を
受
け
た
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
が

ケ
ッ
ト
が
掲
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
法
第
四

掲
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
法
第
四
十
九
条
の

十
九
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
も

二
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
も
の

の
備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

別
表
第
二
（
第
二
十
六
条
の
七
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
三
条
の
二
の
三
、
第

別
表
第
二
（
第
二
十
六
条
の
七
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
三
条
の
二
の
三
、
第

三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
の
三
、
第
三
十
七
条
の
八
関
係
）

三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
の
三
、
第
三
十
七
条
の
八
関
係
）

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三
（
略
）

備
考

備
考

一

（
略
）

一

（
略
）



二

一
の
表
及
び
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
用
語
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

二

一
の
表
及
び
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
用
語
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

１
〜

（
略
）

１
〜

（
略
）

18

18

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
法
第
四
十
四
条

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
法
第
四
十
四
条

19

19

、
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
、
第
四
十
九
条
の
四
又
は
第
七
十
五
条
の
八

、
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
又
は
第
七
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
の
違

第
一
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
九
条
の
三
第
三

反
と
な
る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と

項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
法
定
駐
停
車
禁
止
場

な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
り
指
定
さ
れ

所
（
指
定
駐
車
場
所
を
除
く
。
）
に
お
け
る
行
為
に
限
り
、
法
第
四
十
九

て
い
る
道
路
の
部
分
以
外
の
法
第
四
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分

条
の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
法
定
駐
停
車
禁

に
お
け
る
行
為
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
車
両
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転
す
る

止
場
所
に
お
け
る
行
為
に
限
る
。
以
下
「
駐
停
車
禁
止
場
所
等
違
反
行
為

こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
行
為
を

」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
そ
の
行
為
が
車
両
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転
す
る

し
た
場
合
に
お
い
て
車
両
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
（
以
下
「
放
置
行
為
」
と
い
う
。
）

状
態
に
す
る
行
為
を
し
た
と
き
の
も
の
を
い
う
。

に
該
当
す
る
と
き
の
も
の
又
は
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
放
置
行

為
を
し
た
と
き
の
も
の
を
い
う
。

〜

（
略
）

〜

（
略
）

20

42

20

42

「
駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
駐
停
車
禁
止
場
所

「
駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
法
第
四
十
四
条
、

43

43

等
違
反
行
為
の
う
ち
、

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
又
は
第
七
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
の
違
反

19

と
な
る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と
な

る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
り
指
定
さ
れ
て

い
る
道
路
の
部
分
以
外
の
法
第
四
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分
に

お
け
る
行
為
に
限
る
。
）
の
う
ち
、

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を

19

い
う
。

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
法
第
四
十
五
条
第

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
法
第
四
十
五
条
第

44

44

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四

十
八
条
、
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違

十
八
条
又
は
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行

反
と
な
る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
十
九
条

為
（
同
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為

の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
駐
停
車
禁
止
場

の
う
ち

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
車
両
を
離
れ
て
直
ち

19

所
等
違
反
行
為
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
行
為
が
放

に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
又
は

置
行
為
に
該
当
す
る
と
き
の
も
の
又
は
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て

当
該
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
車
両
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転
す
る
こ
と

放
置
行
為
を
し
た
と
き
の
も
の
を
い
う
。

が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
を
し
た
と
き
の
も
の
を
い
う
。



〜

（
略
）

〜

（
略
）

45

79

45

79

「
駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一

「
駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一

80

80

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
の
三

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
又
は
第
四
十
九
条
の

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
四
又
は
第
四
十
九
条
の
五
後

二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
若
し
く
は
第
五
項
後
段
の
規
定
の
違
反
と
な

段
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
又

る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ

は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、

う
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
行
為
の
う
ち

及
び

に
規
定
す
る
も
の

19

43

駐
停
車
禁
止
場
所
等
違
反
行
為
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、

を
除
く
。
）
の
う
ち
、

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

44

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

44〜

（
略
）

〜

（
略
）

81

126

81

126

別
表
第
六
（
第
四
十
五
条
関
係
）

別
表
第
六
（
第
四
十
五
条
関
係
）

反
則
行
為
の
種
別

反
則
金

反
則
行
為
の
種
別

反
則
金

反
則
行
為
の
種
類

車
両
等
の
種
類

の
額

反
則
行
為
の
種
類

車
両
等
の
種
類

の
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五

放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢

大
型
車
又
は
重

二
万
七

運
転
者
等
専
用
場
所
等
）
）

被
牽
引
車

千
円

け
ん

普
通
車

二
万
円

二
輪
車
又
は
原

一
万
二

付
車

千
円

六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

七

放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢

大
型
車
又
は
重

二
万
五

六

放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）

大
型
車
又
は
重

二
万
五

運
転
者
等
専
用
場
所
等
以
外
）
）

被
牽
引
車

千
円

被
牽
引
車

千
円

け
ん

け
ん

普
通
車

一
万
八

普
通
車

一
万
八

千
円

千
円

二
輪
車
又
は
原

一
万
円

二
輪
車
又
は
原

一
万
円

付
車

付
車

八

放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運

大
型
車
又
は
重

二
万
三

転
者
等
専
用
場
所
等
）
）

被
牽
引
車

千
円

け
ん

普
通
車

一
万
七

千
円



二
輪
車
又
は
原

一
万
千

付
車

円

九

放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運

大
型
車
又
は
重

二
万
千

七

放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）

大
型
車
又
は
重

二
万
千

転
者
等
専
用
場
所
等
以
外
）
）

被
牽
引
車

円

被
牽
引
車

円

け
ん

け
ん

普
通
車

一
万
五

普
通
車

一
万
五

千
円

千
円

二
輪
車
又
は
原

九
千
円

二
輪
車
又
は
原

九
千
円

付
車

付
車

十

（
略
）

八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
一

駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢

大
型
車

一
万
七

運
転
者
等
専
用
場
所
等
）
）

千
円

普
通
車

一
万
四

千
円

二
輪
車
又
は
原

九
千
円

付
車

十
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
三

駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢

大
型
車

一
万
五

十

駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）

大
型
車

一
万
五

運
転
者
等
専
用
場
所
等
以
外
）
）

千
円

千
円

普
通
車

一
万
二

普
通
車

一
万
二

千
円

千
円

二
輪
車
又
は
原

七
千
円

二
輪
車
又
は
原

七
千
円

付
車

付
車

十
四

駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運

大
型
車

一
万
四

転
者
等
専
用
場
所
等
）
）

千
円

普
通
車

一
万
二

千
円

二
輪
車
又
は
原

八
千
円

付
車

十
五

駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運

大
型
車
又
は
重

一
万
二

十
一

駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
）

大
型
車
又
は
重

一
万
二

転
者
等
専
用
場
所
等
以
外
）
）

被
牽
引
車

千
円

被
牽
引
車

千
円

け
ん

け
ん



普
通
車

一
万
円

普
通
車

一
万
円

二
輪
車
又
は
原

六
千
円

二
輪
車
又
は
原

六
千
円

付
車

付
車

十
六
〜
二
十

（
略
）

（
略
）

十
二
〜
十
六

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一

（
略
）

一

（
略
）

二

こ
の
表
の
反
則
行
為
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
用
語
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ

二

こ
の
表
の
反
則
行
為
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
用
語
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ

別
表
第
二
の
備
考
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ

別
表
第
二
の
備
考
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

ろ
に
よ
る
。

１
〜
４

（
略
）

１
〜
４

（
略
）

５

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所

等
）
）
」
と
は
、
法
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反

と
な
る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
四
条
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行

為
に
つ
い
て
は
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
に
お
け
る
行
為
に
限
り
、
法
第

四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
法
定
駐

停
車
禁
止
場
所
に
あ
る
指
定
駐
車
場
所
に
お
け
る
行
為
に
限
る
。

に
お

10

い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
行
為
が
放
置
行
為
に
該
当
す
る
と
き
の
も

の
又
は
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
放
置
行
為
を
し
た
と
き
の
も
の

を
い
う
。

６

（
略
）

５

（
略
）

７

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所

等
以
外
）
）
」
と
は
、
別
表
第
二
の
備
考
の
二
の

に
規
定
す
る
行
為
の

19

う
ち
、
５
に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

８

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等

）
）
」
と
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の

違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
違
反
と
な

る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
に
お
け
る
行
為
に

限
り
、
法
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い

て
は
指
定
駐
車
場
所
（
法
定
駐
停
車
禁
止
場
所
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
お
け
る
行
為
に
限
る
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
行
為
が

13



放
置
行
為
に
該
当
す
る
と
き
の
も
の
又
は
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い

て
放
置
行
為
を
し
た
と
き
の
も
の
を
い
う
。

９

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等

以
外
）
）
」
と
は
、
別
表
第
二
の
備
考
の
二
の

に
規
定
す
る
行
為
の
う

44

ち
、
８
に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

「
駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等

10
）
）
」
と
は
、
法
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反
と

な
る
よ
う
な
行
為
の
う
ち
、
５
に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

（
略
）

６

（
略
）

11

「
駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等

12
以
外
）
）
」
と
は
、
別
表
第
二
の
備
考
の
二
の

に
規
定
す
る
行
為
の
う

43

ち
、

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

10
「
駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
）

13
）
」
と
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違

反
と
な
る
よ
う
な
行
為
の
う
ち
、
８
に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い

う
。「

駐
停
車
違
反
（
駐
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
以

14
外
）
）
」
と
は
、
別
表
第
二
の
備
考
の
二
の

に
規
定
す
る
行
為
の
う
ち

80

、

に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

13
・

（
略
）

７
・
８

（
略
）

15

16「
信
号
無
視
（
点
滅
）
」
と
は
、
法
第
七
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

９

「
信
号
無
視
（
点
滅
）
」
と
は
、
法
第
七
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

17
（

に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

（
８
に
規
定
す
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

16
〜

（
略
）

〜

（
略
）

18

22

10

14

三

（
略
）

三

（
略
）


